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貴依頼によるアスベスト調査の結果は、下記に記載した通りであることを報告いたします。 
ただし、本調査の結果は、調査対象とした建材（範囲）に限定させていただきます。 
 

調 査 の 目 的 
■ 石綿障害予防規則第３条 、大気汚染防止法第 18 条の 5 に基づく事前調査 

☐ その他の調査 

業 務 名 能代所チラーユニット更新に係る石綿含有部材事前調査 

対象物件概要 

施 設 名 能代公共職業安定所 

所 在 地 秋田県能代市緑町 5-29 

構 造 等 竣工年 階数 構造 
耐火・準耐火 

建築物の該当 
規模 

(延べ面積) 
用途 

 不明 地上 2 階 RC 造 （不明） ― 公共施設 

調 査 責 任 者 秋田環境測定センター株式会社 環境測定課   伊藤 祐也 （印） 

調 査 実 施 者 

氏  名 調 査 資 格 、 登 録 番 号 

伊藤 祐也 建築物石綿含有建材調査者（日本環境衛生センター 神奈川 1 第 19121087 号） 

  

  

  

調 査 期 間 
（ 調 査 方 法 ） 

令和 7 年 6 月 26 日 ～ 令和 7 年 8 月 20 日 
（ ☐書面調査 ・ ■目視調査 ・ ■分析調査 ） 

調 査 範 囲 対象建物の限定箇所（1 階 機械室）（目視で確認できた範囲に限る） 

調査対象建材 材料レベル１,２,３、仕上塗材等 （目視で確認できた範囲に限る）  

調 査 結 果 
（石綿含有建材） 

次頁 の通り 

（■：該当） 
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調 査 結 果 
（石綿含有建材） 

【レベル 2】 

〈配管保温材〉 

・水練り保温材 

 

【レベル３】 

〈その他〉 

・ジョイントシート（ガスケット） 

・化粧モルタル 

  

備 考 留意事項、補足事項 を 次頁 に示す。 

 

  



留意事項（能代公共職業安定所） 

 

【調査範囲および調査対象建材】 

・調査範囲および調査対象建材は、目視により確認できた範囲に限ること。 

（解体等の作業で未調査の建材が現れた場合は、別途、調査が必要であること。） 

 

・調査範囲を以下の限定した範囲としたこと。 

〉1 階 機械室 

 

・事前の協議により、以下を調査対象外としたこと。（石綿含有の有無について判定しないこと） 

  〉機械室内に設置のエアハンドリングユニットおよびその配管経路 

 

・調査結果の石綿含有建材は、隠ぺい部や目視できなかった箇所にも存在する可能性があること。 

 

 

 

【参考】 

解体工事等の参考資料として、以下の文書があること。 

 

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制（令和３年４月１日施行） 

・隔離場所の集じん・排気装置に、設置場所など何らかの変更を加えたときにも、排気口からの石綿等の粉じんの漏洩

の有無を点検する必要 

・作業中断時にも隔離場所の前室が負圧に保たれているか点検する必要 

・除去作業終了後に隔離を解く前に、資格者による取り残しがないことの目視による確認が必要 

 

石綿含有仕上塗材の除去工事に対する規制（令和３年４月１日施行） 

・石綿含有仕上塗材をディスクグラインダーまたはディスクサンダーで除去するときは、ビニルシートなどにより作

業場所を隔離し、湿潤な状態に保ちながら作業をする必要 

 

建材を湿潤な状態にすることが困難な場合の措置（令和３年４月１日施行） 

・石綿含有建材の除去等作業時に、湿潤な状態にすることが著しく困難なときは、除じん性能付き電動工具の使用な

ど、石綿粉じんの発散防止措置に努める必要 

  

厚生労働省 

改正石綿障害予防規則のリーフレット（解体・改修工事の受注者・実施者向け）〈令和４年１月版〉 

「建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています」 

（https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-worker.pdf） 



補足事項（能代公共職業安定所） 

 

書面による調査及び目視による調査を実施した者 

氏名 伊藤 祐也 

講習実施機関の名称 

■ 一般財団法人 日本環境衛生センター 

☐ 一般社団法人 秋田県労働基準協会 

☐ 建設業労働災害防止協会 秋田県支部 

事前調査を行った者が受講した 

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の区分 

（または一般及び特定と同等以上の能力を有する者） 

☐ 特定建築物石綿含有建材調査者 

■ 一般建築物石綿含有建材調査者 

☐ 一戸建て等石綿含有建材調査者 

☐ その他（              ） 

（■：該当） 

分析調査を実施した者 

氏名 山田 勝 

講習実施機関の名称 

（講習修了者と同等と認められる者の場合には、同等と

認められる資格を付与した機関） 

■ 公益社団法人 日本作業環境測定協会 

☐ 一般社団法人 日本環境測定分析協会 

■ 一般社団法人 日本繊維状物質研究協会 

所属する機関又は法人の名称 秋田環境測定センター株式会社 

（■：該当） 

調査結果 

（調査対象とした材料に限り、「石綿使用の有無」「石綿使用なしと判断した根拠」を示す。） 
・当該材料があり、石綿はない場合、石綿使用の有無は「無」とする。 
・当該材料がない場合、石綿使用の有無は「空欄」とする。 
・石綿含有の有無は目視や設計図書だけでは判断できないため、①目視、②設計図書にチェックを入れる場合は、その他の判断根

拠（③～⑤）にもチェックを入れている。 

建築材料の種類 

石綿使用の有無 石綿使用なしと判断した根拠 

有 みなし 無 

①目視 ②設計図書等（④を除く。） 

③分析 ④建築材料製造者による証明 
⑤建築材料の製造年月日 

吹付け材 ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

保温材 ■ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

煙突断熱材 ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

屋根用折版断熱材 ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

耐火被覆材（吹付け材を除き、けい酸カル
シウム板第２種を含む。） 

☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

仕上塗材 ☐ ☐ ■ ①☐ ②☐ ③■ ④☐ ⑤☐ 

スレート波板 ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

スレートボード ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

屋根用化粧スレート ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

けい酸カルシウム板第１種 ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

押出成形セメント板 ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

パルプセメント板 ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

ビニル床タイル ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

窯業系サイディング ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

石膏ボード ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

ロックウール吸音天井板 ☐ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

その他の材料 ■ ☐ ☐ ①☐ ②☐ ③☐ ④☐ ⑤☐ 

（■：該当） 
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